
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４５２１．貨物移動情報登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務コード 業務名 

ＫＡＭ 貨物移動情報登録呼出し 

ＫＡＭ０１ 貨物移動情報登録 
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１．業務概要 

保税蔵置場に蔵置されている貨物に対し、同一許可内または総合保税地域となっている保税地域間におい

て以下の処理を行う。なお、本業務により取消しを行うことができる。 

①同一許可内運送の場合 

・同一許可内における貨物移動登録および搬出 

・蔵置場所から搬出口への搬送指示情報の作成 

②総合保税地域内運送の場合 

・総合保税地域内における貨物移動登録 

（１）「貨物移動情報登録呼出し（ＫＡＭ）」業務の場合 

運送先、発送場所及びＡＷＢ番号等を入力し、登録されているＡＷＢ情報を呼び出す。 

（２）「貨物移動情報登録（ＫＡＭ０１）」業務の場合 

運送先、発送場所、ＡＷＢ番号及び搬出年月日等を入力することにより、貨物移動情報の登録を行う。 

 

２．入力者 

航空会社、通関業、機用品業、混載業、保税蔵置場 

 

３．制限事項 

１業務で入力可能なＡＷＢ件数は、最大９件とする。 

 

４．入力条件 

（１）ＫＡＭ業務の場合 

（Ａ）入力者チェック 

①システムに登録されている利用者であること。 

②同一許可内運送の場合は、発送元の保税蔵置場であること。 

③総合保税地域内における貨物移動の取消の場合は、本業務の登録者と同一であること。 

（Ｂ）入力項目チェック 

（ａ）単項目チェック 

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」参照。 

（ｂ）項目間関連チェック 

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」参照。 

（Ｃ）輸入貨物情報ＤＢチェック 

（ａ）同一許可内運送の場合 

①入力されたＡＷＢ番号に対する輸入貨物情報が輸入貨物情報ＤＢに存在すること。 

②「貨物取扱登録（改装・仕分）（ＣＨＳ）」業務により仕分けられた仕分け親となっていないこと。

ただし、スプリット情報仕分けの場合を除く。 

③「混載貨物確認情報登録（ＨＰＫ）」業務または「ＵＬＤ引取情報登録（ＵＤＡ）」業務が行われ

たＭＡＷＢでないこと。 

④入力された発送場所に蔵置されていること。 

⑤税関届出が必要な事故情報がある場合は、「許可・承認等情報登録（輸入保税）（ＰＣＨ）」業務

により事故確認が行われていること。 

⑥仮陸揚貨物でないこと。 

⑦輸入申告等の輸入通関手続き（予備申告（Ｚ申告、Ｔ申告、Ｊ申告、Ｕ申告またはＳ申告）は除

く）が行われていないこと。 

⑧到着即時輸入申告扱いの予備申告（航空貨物の集積所で貨物を引き取る場合）（Ｓ申告）の登録

がされている場合は、通関予定蔵置場と本業務により入力された運送先が同一であること。 
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⑨ＰＣＨ業務により以下の登録がされていないこと。 

「廃棄届受理」 

「滅却承認」 

「亡失届受理」 

「保税運送承認」 

「税関内収容」 

「現場収容」 

「貨物の移動差止」 

「貨物手作業移行」 

「登録情報削除容認」 

⑩「許可・承認等情報登録（輸入通関）（ＰＡＩ）」業務により許可・承認登録がされていないこと。 

⑪「許可・承認等情報登録（監視）（ＰＡＫ）」業務により以下の登録がされていないこと。 

「外貨機用品積込承認（個別）」 

「外貨船用品積込承認」 

「別送品輸入許可」 

⑫「輸出貨物取扱登録（仕分け）（ＡＨＳ）」業務により仕分けられた仕分け親でないこと。 

⑬「輸出貨物取扱登録（仕合せ）（ＡＨＴ）」業務により仕合せされた仕合せ親でないこと。 

⑭貨物取扱許可申請中または見本持出許可申請中でないこと。 

⑮ＨＡＷＢの場合は、不突合（オーバー）となっていないこと。 

（ｂ）総合保税地域内運送の場合 

①入力されたＡＷＢ番号に対する輸入貨物情報が輸入貨物情報ＤＢに存在すること。 

②ＣＨＳ業務により仕分けられた仕分け親となっていないこと。ただし、スプリット情報仕分けの

場合を除く。 

③ＨＰＫ業務が行われたＭＡＷＢでないこと。 

④入力された発送場所に蔵置されていること。 

⑤税関届出が必要な事故情報がある場合は、ＰＣＨ業務により事故確認が行われていること。 

⑥仮陸揚貨物でないこと。 

⑦輸入申告等の輸入通関手続き（予備申告（Ｚ申告、Ｔ申告、Ｊ申告、Ｕ申告またはＳ申告）は除

く）が行われていないこと。 

⑧到着即時輸入申告扱いの予備申告（航空貨物の集積所で貨物を引き取る場合）（Ｓ申告）の登録

がされている場合は、通関予定蔵置場と本業務により入力された運送先が同一であること。 

⑨ＰＣＨ業務により以下の登録がされていないこと。 

「廃棄届受理」 

「滅却承認」 

「亡失届受理」 

「保税運送承認」 

「税関内収容」 

「現場収容」 

「貨物の移動差止」 

「貨物手作業移行」 

「登録情報削除容認」 

⑩ＰＡＩ業務により許可・承認登録がされていないこと。 
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⑪ＰＡＫ業務により以下の登録がされていないこと。 

「外貨機用品積込承認（個別）」 

「外貨船用品積込承認」 

「別送品輸入許可」 

⑫ＡＨＳ業務により仕分けられた仕分け親でないこと。 

⑬ＡＨＴ業務により仕合せされた仕合せ親でないこと。 

⑭貨物取扱許可申請中または見本持出許可申請中でないこと。 

⑮ＨＡＷＢの場合は、不突合（オーバー）となっていないこと。 

（ｃ）貨物移動情報取消しの場合 

①入力されたＡＷＢ番号に対する輸入貨物情報が輸入貨物情報ＤＢに存在すること。 

②入力された移動情報番号に対する貨物移動情報が保税運送申告ＤＢに存在すること。 

③本業務により貨物移動登録がされていること。 

④ＨＰＫ業務が行われていないこと。 

⑤同一許可内運送の場合は、運送先において「搬入確認登録（システム対象内保税運送）（ＢＩＮ）」

業務が行われていないこと。 

⑥同一許可内運送の場合は、到着即時輸入申告扱いの予備申告（航空貨物の集積場所で貨物を引き

取る場合）（Ｓ申告）の本申告起動がされていないこと。 

⑦総合保税地域内運送の場合は、発送元である保税蔵置場において「搬出確認登録（一般） 

（ＯＵＴ）」業務が行われていないこと。 

（２）ＫＡＭ０１業務の場合 

（Ａ）入力者チェック 

①システムに登録されている利用者であること。 

②同一許可内運送の場合は、発送元の保税蔵置場であること。 

③総合保税地域内における貨物移動の取消の場合は、本業務の登録者と同一であること。 

（Ｂ）入力項目チェック 

（ａ）単項目チェック 

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」参照。 

（ｂ）項目間関連チェック 

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」参照。 

（Ｃ）輸入貨物情報ＤＢチェック 

（ａ）同一許可内運送の場合 

①入力されたＡＷＢ番号に対する輸入貨物情報が輸入貨物情報ＤＢに存在すること。 

②ＣＨＳ業務により仕分けられた仕分け親となっていないこと。ただし、スプリット情報仕分けの

場合を除く。 

③ＨＰＫ業務またはＵＤＡ業務が行われたＭＡＷＢでないこと。 

④入力された発送場所に蔵置されていること。 

⑤搬出元の保税蔵置場に蔵置されている貨物に対して、税関届出を要する事故情報がある場合は、

ＰＣＨ業務により事故確認が行われていること。 

⑥仮陸揚貨物でないこと。 

⑦輸入申告等の輸入通関手続き（予備申告（Ｚ申告、Ｔ申告、Ｊ申告、Ｕ申告またはＳ申告）は除

く）が行われていないこと。 

⑧到着即時輸入申告扱いの予備申告（航空貨物の集積所で貨物を引き取る場合）（Ｓ申告）の登録

がされている場合は、通関予定蔵置場と本業務により入力された運送先が同一であること。 
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⑨ＰＣＨ業務により以下の登録がされていないこと。 

「廃棄届受理」 

「滅却承認」 

「亡失届受理」 

「保税運送承認」 

「税関内収容」 

「現場収容」 

「貨物の移動差止」 

「貨物手作業移行」 

「登録情報削除容認」 

⑩ＰＡＩ業務により許可・承認登録がされていないこと。 

⑪ＰＡＫ業務により以下の登録がされていないこと。 

「外貨機用品積込承認（個別）」 

「外貨船用品積込承認」 

「別送品輸入許可」 

⑫ＡＨＳ業務により仕分けられた仕分け親でないこと。 

⑬ＡＨＴ業務により仕合せされた仕合せ親でないこと。 

⑭貨物取扱許可申請中または見本持出許可申請中でないこと。 

⑮ＨＡＷＢの場合は、不突合（オーバー）となっていないこと。 

（ｂ）総合保税地域内運送の場合 

①入力されたＡＷＢ番号に対する輸入貨物情報が輸入貨物情報ＤＢに存在すること。 

②ＣＨＳ業務により仕分けられた仕分け親となっていないこと。ただし、スプリット情報仕分けの

場合を除く。 

③ＨＰＫ業務が行われたＭＡＷＢでないこと。 

④入力された発送場所に蔵置されていること。 

⑤税関届出が必要な事故情報がある場合は、ＰＣＨ業務により事故確認が行われていること。 

⑥仮陸揚貨物でないこと。 

⑦輸入申告等の輸入通関手続き（予備申告（Ｚ申告、Ｔ申告、Ｊ申告、Ｕ申告またはＳ申告）は除

く）が行われていないこと。 

⑧到着即時輸入申告扱いの予備申告（航空貨物の集積所で貨物を引き取る場合）（Ｓ申告）の登録

がされている場合は、通関予定蔵置場と本業務により入力された運送先が同一であること。 

⑨ＰＣＨ業務により以下の登録がされていないこと。 

「廃棄届受理」 

「滅却承認」 

「亡失届受理」 

「保税運送承認」 

「税関内収容」 

「現場収容」 

「貨物の移動差止」 

「貨物手作業移行」 

「登録情報削除容認」 

⑩ＰＡＩ業務により許可・承認登録がされていないこと。 
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⑪ＰＡＫ業務により以下の登録がされていないこと。 

「外貨機用品積込承認（個別）」 

「外貨船用品積込承認」 

「別送品輸入許可」 

⑫ＡＨＳ業務により仕分けられた仕分け親でないこと。 

⑬ＡＨＴ業務により仕合せされた仕合せ親でないこと。 

⑭貨物取扱許可申請中または見本持出許可申請中でないこと。 

⑮ＨＡＷＢの場合は、不突合（オーバー）となっていないこと。 

（ｃ）貨物移動情報の取消しの場合 

①入力されたＡＷＢ番号に対する輸入貨物情報が輸入貨物情報ＤＢに存在すること。 

②入力された移動情報番号に対する貨物移動情報が保税運送申告ＤＢに存在すること。 

③本業務により貨物移動登録がされていること。 

④ＨＰＫ業務が行われていないこと。 

⑤同一許可内運送の場合は、運送先においてＢＩＮ業務が行われていないこと。 

⑥同一許可内運送の場合は、到着即時輸入申告扱いの予備申告（航空貨物の集積場所で貨物を引き

取る場合）（Ｓ申告）の本申告起動がされていないこと。 

⑦総合保税地域内運送の場合は、発送元である保税蔵置場においてＯＵＴ業務が行われていないこ

と。 

 

５．処理内容 

（１）ＫＡＭ業務の場合 

（Ａ）入力チェック処理 

前述の入力条件に合致するかチェックし、合致した場合は正常終了とし、処理結果コードに「００

０００－００００－００００」を設定の上、以降の処理を行う。 

合致しなかった場合はエラーとし、処理結果コードに「０００００－００００－００００」以外の

コードを設定の上、処理結果通知の出力を行う。（エラー内容については「処理結果コード一覧」を

参照。） 

（Ｂ）出力情報出力処理 

後述の出力情報出力処理を行う。出力項目については「出力項目表」を参照。 

（２）ＫＡＭ０１業務の場合 

（Ａ）入力チェック処理 

前述の入力条件に合致するかチェックし、合致した場合は正常終了とし、処理結果コードに「００

０００－００００－００００」を設定の上、以降の処理を行う。 

合致しなかった場合はエラーとし、処理結果コードに「０００００－００００－００００」以外の

コードを設定の上、処理結果通知の出力を行う。（エラー内容については「処理結果コード一覧」を

参照。） 

（Ｂ）移動情報番号払出し処理 

移動情報番号を払い出す。 

（Ｃ）保税運送申告ＤＢ処理 

（ａ）貨物移動情報の登録の場合 

①システムにより払い出された移動情報番号に対する保税運送申告ＤＢを作成する。 

②貨物移動情報を登録する。 

③総合保税地域内運送の場合で、システム外への搬出の場合は、削除表示を設定する。 



4521-01-6 

（ｂ）貨物移動情報の取消しの場合 

①入力されたＡＷＢの貨物移動情報を取り消す。 

②すべてのＡＷＢの貨物移動情報が取り消された場合は、削除表示を設定する。 

（Ｄ）輸入貨物情報ＤＢ処理 

（ａ）貨物移動情報を登録する。 

（ｂ）同一許可内運送の場合は、以下の処理を行う。 

（ア）搬出情報を登録する。 

（イ）蔵置個数を減算する。 

（ウ）搬出年月日及び時刻を登録する。 

（エ）運送中表示を設定する。 

（オ）到着即時輸入申告扱いの予備申告（航空貨物の集積場所で貨物を引き取る場合）（Ｓ申告）の登

録がされていて、通関予定蔵置場所の管轄税関と運送先の保税蔵置場の管轄税関が異なる場合は、

予備申告（本申告自動起動）（Ｚ申告）を行う旨に変更する。 

（カ）本申告自動起動処理 

①ＡＷＢの自動起動 

同一許可内運送の場合で、到着即時輸入申告扱いの予備申告（航空貨物の集積場所で貨物を

引き取る場合）（Ｓ申告）の登録がされていて、以下の条件を満たした場合は、入力されたＡ

ＷＢに対する本申告（輸入申告、蔵入・移入・総保入承認申請）が自動起動される。 

・スプリット貨物でないこと。 

・通関予定蔵置場所と搬出先の保税蔵置場が同一であること。 

②ＨＡＷＢの自動起動 

同一許可内運送の場合で、ＡＷＢに混載貨物の旨の登録がある場合は、前述のＡＷＢの自動

起動の条件を満たし、「ＨＡＷＢ情報登録（輸入）（ＨＣＨ）」業務が行われている場合に、配

下のＨＡＷＢに対する本申告（輸入申告、蔵入・移入・総保入承認申請）が自動起動される。 

（ｃ）貨物移動情報の取消しの場合は、貨物移動情報の登録の旨を取り消す。 

（Ｅ）出力情報出力処理 

後述の出力情報出力処理を行う。出力項目については「出力項目表」を参照。 
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６．出力情報 

（１）ＫＡＭ業務の場合 

情報名 出力条件 出力先 

処理結果通知 なし 入力者 

貨物移動情報登録呼出

し結果情報 

なし 入力者 

 

（２）ＫＡＭ０１業務の場合 

情報名 出力条件 出力先 

処理結果通知 なし 入力者 

貨物移動情報 登録の場合 入力者 

以下の条件をすべて満たすとき、出力する 

（１）登録である 

（２）同一許可内運送である 

運送先の保税蔵置場 

搬送指示情報（輸入）Ａ 入力者が保税蔵置場の場合で以下の条件をすべて満た

すとき、出力する 

（１）登録である 

（２）システムに搬送指示情報を出力する旨の登録が

されている 

（３）「搬出依頼情報登録（ＲＳＶ）」業務により搬送

指示書作成済の旨が登録されていない 

（４）同一許可内運送である 

入力者 

 


